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広報　とば

　

中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
か
た
（
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

児
童
一
人
に
つ
き

月
額　

１
３
、０
０
０
円

 

　

左
の
図
を
参
考
に
し
て
、
該
当
す
る
申

請
の
方
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

の
受
付
は
、
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
で

２２

す
が
、
対
象
者
に
つ
い
て
は
４
月
中
旬
以

降
に
申
請
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　

新
た
に
子
ど
も
手
当
の
対
象
者
と
な
る

か
た
や
増
額
さ
れ
る
か
た
の
認
定
な
ど
の

請
求
は
、
平
成　

年
９
月　

日
ま
で
に
受

２２

３０

け
付
け
た
も
の
に
限
り
、
４
月
分
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

煙
健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
室
（
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
・
２
階
）

煙
各
連
絡
所

支
給
対
象
者

支
給
額（
平
成

年
度
）

22

支
払
月（
平
成

年
度
）

22

申
請
に
つ
い
て

提
出
期
限

受
付
場
所

対　象　月支払月

４月分・５月分６月

６月分・７月分

８月分・９月分
１０月

１０月分・１１月分

１２月分・１月分

平成２３年

２月

　

市
で
は
、
平
成　

年
度
か
ら
母
子
家
庭
の
母
に
対
し

２２

て
新
た
に
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

興
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業

　

母
子
家
庭
の
母
が
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
医
療
事
務

な
ど
就
業
に
結
び
つ
く
資
格
を
取
得
す
る
た
め
、
対
象

と
な
る
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
訓
練
終
了

後
、
受
講
料
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
講
座　

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の
指
定

教
育
訓
練
講
座
、ま
た
は
国
が
別
に
定
め
る
講
座
な
ど
。

支
給
額　

受
講
料
の　

％（
４
、０
０
０
円
以
上
で

２０

１
０
０
、
０
０
０
円
ま
で
）
を
支
給
し
ま
す
。

※
受
講
前
に
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
の
受
給

資
格
の
あ
る
か
た
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

興
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業

　

母
子
家
庭
の
母
が
、
就
職
に
有
利
な
資
格
を
取
得
す

る
た
め
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
（
２
年
以
上
の

養
成
期
間
）
訓
練
促
進
費
な
ど
を
支
給
し
ま
す
。

取
得
対
象
資
格　

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育
士
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
な
ど

支
給
額

①
養
成
機
関
（
通
信
教
育
を
含
む
）
で
修
業
す
る
全
期

間
に
支
給
。（
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
に
修
業
し
て
い

２４

３１

る
か
た
）

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
…
月
額
１
４
１
、０
０
０
円

・
右
記
以
外
の
か
た
…
月
額
７
０
、５
０
０
円

②
入
学
支
援
修
了
一
時
金
を
養
成
期
間
修
了
後
に
支
給
。

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
…
５
０
、０
０
０
円

・
右
記
以
外
の
か
た
…
２
５
、０
０
０
円

※
事
前
に
受
給
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

子ども手当の支給が始まります子ども手当の支給が始まります

手当を受け取るこ

とはできません

平成２２年３月３１
日現在、児童手当
を受給していまし
たか

認定請求書の提
出により、子ども
手当を受給できま
す

現在、中学２・３
年生の児童はいま
すか

申請の必要はあり
ません子ども手当
を受給できます

※公務員のかた
は、勤務先へ問
い合わせてくだ
さい。

額改定請求書の
提出により、子
ども手当が受給で
きます

手当を受

とはでき

いいえ

認定請
出によ
手当を受
す

いいえ

はい

申請の必
ません
を受給で

いいえ

平成２２年３
日現在 児

３月３１
児童手当

ははい

はい

を受給して
たか

現在、中学

いまし

学２・３

日現在、児
を受給して

児童手当
いまし

ははい

はい

すか

額改定請求書の
提出により、子
ども手当が受給で

年生の児童はいま

ははい

子ども手当の申請方法は？

現在、中学生以下
（平成７年４月２
日以降生まれ）の
児童がいますか

　子ども手当は、次世代を担うこども一人ひとりの健やかな育ちを、社会全体で応援
することを目的に支給される手当です。
　ここでは、その概要についてお知らせします。

健康福祉課子育て支援室　擦浦１１８４

母
子
家
庭
の
自
立
を
応
援
し
ま
す

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

擦
浦
７
２
２
１


